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第１章 文化財保存活用地域計画作成の目的と位置付け 

第１節 文化財保存活用地域計画作成の背景と目的 

福井県東部に位置する本市は、昭和 29 年（1954）７月１日、当時の福井県大野郡大野
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村、平成 17年（2005）には大野郡和泉
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村をそれぞれ編入し、現在の

「大野市」となっています。 

本市の歴史は縄文時代にまでさかのぼり、長い歴史の中で豊かな文化を育んできました。市域には、

国指定重要文化財「旧橋本家住宅」（上庄地区）や県指定史跡「越前大野城跡」（大野地区）、県指定名勝

「南専寺庭園」（下
しも

唯
ゆい

野
の

）（富田地区）、七間通り（大野地区）や寺町通り（大野地区）に代表される伝統

的な町並み、国指定天然記念物「本願
ほんがん

清水
しょうず

イトヨ生息地」（大野地区）など、数多くの文化財が良好に保

存されています。令和７年（2025）４月現在、市域における国・県・市指定及び国登録文化財の総数は

145 件、周知の埋蔵文化財包蔵地は 161 件となっています。国・県・市指定文化財の保護とともに、本

市独自の取り組みとして、地区や集落で継承されてきた伝統文化を「おおの遺産」として認証・支援す

る制度を創設し、令和７年（2025）４月現在、28件の年中行事や伝統芸能、風習・生業
なりわい

を認証していま

す。このような支援や取り組みにより、本市は、歴史を伝えるさまざまな文化財と美しい歴史的・自然

的景観を受け継いできました。 

しかしながら、本市は、少子化・高齢化や過疎化の進行に伴う人口減少と、地域コミュニティの衰退

といった状況が認められ、文化財の保存・継承とそれらを取り巻く環境にも深刻な影響を及ぼしていま

す。さらに、育んできた文化への理解と関心の低下により、文化財のき損・滅失、担い手の減少が起こ

っていることから、新たな人材の育成をはじめとした文化財の保存・活用への対策は、喫緊
きっきん

の課題です。 

そこで本市は、文化庁の定める「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計

画・保存活用計画の策定等に関する指針」（令和３年（2021）６月）に基づき、文化財に関する保存・活

用のマスタープラン及びアクションプランとなる「大野市文化財保存活用地域計画」を作成することと

しました。大野市地域計画では、大野市内に所在する多種多様な文化財を幅広く捉え、周辺環境まで含

めた文化財の一体的な保存・活用の取り組みの方向性を明確化し、行政と市民が協働で文化財の保存・

継承と整備活用を進め、歴史文化を生かしたまちづくりを推進する基本方針及び措置（具体的な事業や

事業主体、事業スケジュールなど）を示します。 

 

 

第２節 文化財保存活用地域計画作成の体制と経緯 

大野市地域計画は、本市の歴史文化の特徴を的確に捉えるとともに、所在するさまざまな分野の文化

財の保存・活用について市民の理解と協力が得られる内容とする必要があります。このため「大野市文

化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱」を定め、当該要綱に基づき、市民や学識経験者、行政関係

者より 13 名の委員を委嘱
いしょく

し、「大野市文化財保存活用地域計画策定協議会」（以下、特に断らない限り

「策定協議会」という。）を設置しました。策定協議会は、令和元年度（2019年度）から令和３年度（2021

年度）の３カ年で計８回開催し、大野市地域計画の協議を行いました。また、文化財の保存・活用につ

いて全庁的な取り組みが進められるよう、庁内関連部局職員によるワーキンググループを設置して協議

を行いました（詳細は資料編１、２、３、４、５、６を参照）。 

市民の文化財の保存・活用に関する意識を把握するとともに、地域の文化財について理解を深め、地
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域の文化財の掘り起こしを行うため、各地区で地域住民を対象にワークショップなどの意見集約を実施

した他、文化財の保存・活用についての理解を深めてもらうためシンポジウムを開催しました。 

さらに、文化財保護に関する専門的な分野については、大野市文化財保護審議会から意見聴取を行い

ました。 

このような取り組みを通して作成した大野市地域計画の素案についてパブリックコメントを募集し、

意見などを踏まえた結果を教育委員会の議決を経て、「大野市文化財保存活用地域計画」として取りま

とめました。 

 

 

第３節 文化財保存活用地域計画の位置付け 

大野市地域計画は、平成 31年（2019）４月に改正施行された文化財保護法に基づく法定計画として、

文化庁長官の認定を受けることを目標とし、法令や条例、福井県の大綱である「福井県文化財保存活用

大綱」（令和２年（2020）３月策定）、本市の長期的・総合的な市政運営の指針となる「第六次大野市総

合計画」（令和３年（2021）２月策定）をはじめ、各種関連計画とも整合性を図りながら作成を進めてき

ました。 

 

 
図１ 文化財保存活用地域計画の位置付け 
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大野市地域計画では、総合計画に掲げた本市の将来像とまちづくりの基本目標に基づき、文化財の保

存・活用施策の展開に向けた基本的な考え方を示します。また、全庁的な文化財の保存・活用への取り

組みが進められるよう、本市各部局が作成した関連計画と関係施策の連携・整合性に配慮し、各施策が

文化財の保存・活用に資することができるよう、支援方策としての役割を担うものとします。さらに、

大野市地域計画に沿った施策を持続可能な開発目標であるＳＤＧｓと関連付けて実施します。 

主な上位計画・関連計画の概要は次のとおりです。（※なお、各関連計画の概要等については令和７

年（2025）４月時点の内容です。） 

 

 

〈上位計画〉 

 「第六次大野市総合計画」を上位計画として整合を図るとともに、大野市地域計画の各措置がその推

進となるようにします。 

 

【第六次大野市総合計画】（令和３年（2021）２月策定） 

計画期間：令和３年度（2021年度）～令和 12年度（2030年度）の 10年間 

第六次大野市総合計画は、令和３年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの 10 年間を期間とした、ま

ちづくりの目標と方向を示した大野市の最上位計画であり、市民や各種団体などが主体的にまちづくりに取り組む上

での指針であるとともに、国や県などとの連携を図るための指針でもあります。 

この総合計画では、大野市民憲章と大野市教育理念を恒久的なまちづくり、人づくりの理念としながら、令和 12 年

（2030）までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であるＳＤＧｓの考えを取り入れ、私たちが目指す 10 年後

のまちの将来像を「人がつながり地域がつながる 住み続けたい結のまち」としています。 

「文化」については、後期基本計画では次の２つの施策を掲げています。 

１ 文化活動の促進 

２ 文化財の保全と活用によるまちづくり 

 

 

 

〈関連計画〉 

 他の計画などと連携を図り、大野市地域計画及び関連計画の施策展開を図ります。また、特に関連の

深い事業については、大野市地域計画の措置に取り入れます。 

 

【第２期大野市総合戦略】（令和３年（2021）２月策定、令和６年（2024）１月改訂） 

計画期間：令和３年度（2021年度）～令和７年度（2025年度）の５年間 

地域の人口動向や産業実態などを踏まえ、人口減少対策に特化した施策の実現を目的として策定しました。「地域経

済を活性化し、安定した雇用を創出する」、「新しいひとの流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望

をかなえる」、「時代に合った活力ある地域をつくり、地域と地域を連携する」を施策の方向性とし、人口減少対策と

地方創生に戦略的に取り組んでいくこととしています。 

 

【大野市都市マスタープラン】（平成９年（1997）策定、平成 23年（2011）７月全部改訂、令和４年（2022）

12月一部改訂） 

計画期間：平成 23年度（2011年度）～令和 12年度（2030年度）の 20年間 

社会情勢や地域的特性を踏まえ、大野市の都市計画に関する目標や基本方針を示すことで、魅力あるまちづくりを

実現させることを目的として策定しました。「誰もが結の心で安全・安心に、にぎわいの中で住み続けられるまち」を

都市づくりの目標としています。 
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【大野市景観計画】（平成 19年（2007）５月策定） 

大野市内の歴史的資源や田園風景、自然景観を保全・継承し、大野市街地・田園地帯・山地地域の各地域の景観づ

くりに生かすことで、市民や観光客が魅力を感じる景観形成を行うことを目的として策定しました。景観計画区域は

大野市全域であり、歴史的資源については大切に保存・継承するとともに、歴史の積み重ねが感じられる街並みづく

りを進めることとしています。 

 

【大野市生涯学習推進計画】（令和４年（2022）１月策定） 

計画期間：令和４年度（2022年度）～令和８年度（2026年度）の５年間 

人生 100年時代、全ての人に活躍の場があり、元気に活躍し続けられる社会をつくり、生涯にわたり必要な知識や技

能、技術を学び、人生を豊かに生きることができる生涯学習社会の実現が求められており、全市民を対象として、生涯を

通じて学び合い、協力し合い、次代の地域社会を支える人づくりを目指した生涯学習を推進するために策定しました。 

 

【越前おおの産業ブランド力向上戦略】（令和４年（2022）２月策定） 

計画期間：令和４年度（2022年度）～令和８年度（2026年度）の５年間 

歴史・文化・伝統や自然環境など、各分野のブランド化を進めてきた「越前おおのブランド戦略」と、観光誘客に

取り組んできた「越前おおの観光戦略ビジョン」を統合し、地域資源のブランド力を高めつつ、観光などの視点を取り

入れながら、事業者の「稼ぐ力」の向上につなげていくこととしています。 

 

【大野市地域防災計画】（昭和 38年（1963）作成、令和６年（2024）７月修正） 

災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、市民の生命や身体、財産を災害から保護するとともに、市民参加による

地域防災力の強化を図り社会秩序の維持と公共の福祉に資することを目的としています。共通編では、文化財を火災

から守るための予防対策や防火指導、防火対策を実施することや、災害発生時の応急対応を進めることとしています。 

 

【大野市公共施設等総合管理計画】（平成 29年（2017）３月策定、令和５年（2023）１月改訂） 

計画期間：平成 29年度（2017年度）～令和 13年度（2031年度）の 15年間 

公共施設とインフラ資産の適正配置や安全確保、適切な維持管理など、公共施設等の管理に関する総合的かつ基本

的な方針を定めた計画です。財政負担の軽減と平準化を図るとともに、市民にとって真に必要な公共施設等を将来世

代につないでいくことを目的として策定しました。 

 

【大野市水循環基本計画】（令和３年（2021）２月策定） 

計画期間：令和３年度（2021年度）～令和 12年度（2030年度）の 10年間 

国の水循環基本法（平成 26 年（2014）施行）と水循環基本計画（令和２年（2020）６月改定）の趣旨を踏まえ、大

野の恵まれた水循環を守り、未来に引き継いでいくため、大野市のさらなる水循環の健全化に向けた総合的な計画と

して策定しました。「『健全な水循環による、住み続けたい結のまちの実現』～九
く

頭
ず

竜
りゅう

川源流域の豊かな水環境を次世

代へ～」を基本理念としています。 

 

【第三期大野市環境基本計画】（令和３年（2021）策定、令和６年（2024）３月改訂） 

計画期間：令和３年度（2021年度）～令和 12年度（2030年度）の 10年間 

大野市環境基本計画は、大野市環境基本条例の基本理念を実現するため、良好な環境の保全はもとより、より良い

環境の創造を目指して平成 12年（2000）に策定しました。 

令和３年度（2021 年度）から開始した第三期計画では、自然との共生社会の形成や脱炭素型社会への移行、資源循

環型社会への構築などの基本方針を示し、計画的かつ総合的に環境施策を進めることとしています。 

 

【越前おおの型 食・農業・農村ビジョン】（平成 15年（2003）策定、令和４年（2022）２月改訂） 

計画期間：令和４年度（2022年度）～令和８年度（2026年度）の５年間 
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越前おおの型 食・農業・農村ビジョンと越前おおの食育推進計画を統合しました。越前おおの型 食・農業・農村

ビジョンの中で、食と農のつながりを見直すため、農業・農村と並んで食育を一つの柱として捉えています。 

この「食育」は、大野市の食文化の伝承、食べ物の安全・安心などのさまざまな課題の解決に向けた、総合的な取

り組みを推進していくこととしています。 

 

※平成 25年（2013）３月策定の「大野市和泉
い ず み

地区化石保全活用計画」の取り組みは、大野市地域計画に

移行され、令和６年（2024年）３月に廃止となっています。 

 

 

 

〈文化財の防災に関わるガイドラインなど〉 

 文化財の防災については、国が作成したガイドライン及び計画に基づきながら対策を進めていきます。 

 

【国宝・重要文化財（建造物）等の防火対策ガイドライン】 

（令和元年（2019）作成、令和元年（2019）12月改訂） 

国宝・重要文化財（建造物）や史跡などに所在する建造物の所有者などが総合的な防火対策を検討・実施できるよ

うに、令和元年（2019）９月に文化庁が作成しました。各文化財の特性ごとに想定される火災リスク、防火についての

基本的な考え方、必要な点検事項と手順、対応策をまとめています。 

国宝・重要文化財（建造物）や史跡などに所在する建造物の所有者などにおいては、本ガイドラインを活用し、当

該建造物の燃焼特性（脆弱性）を理解するとともに、防火設備の整備、訓練の充実、その他の防火対策について検討・

実施し、具体的な防火対策プランを作成することとしています。 

 

【国宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物館等の防火対策ガイドライン】 

（令和元年（2019）作成、令和元年（2019）12月改訂） 

国宝・重要文化財を保管する博物館などにおいて整備などが必要となる防火設備などを把握し、総合的な防火対策

を検討・実施できるように、令和元年（2019）９月に文化庁が作成しました。防火管理体制や日常管理体制における火

災予防、各種設備のあり方、設備の点検や消防訓練などについての基本的な考え方を示しています。 

そして、本ガイドラインの基本的な考え方に基づき点検を行い、対策の不十分な点や課題点が明らかになった場合、

管理体制の見直しや設備の整備・増設、消防訓練の充実などの今後の対応策をまとめることとしています。 

 

【世界遺産・国宝等における防火対策５か年計画】（令和元年（2019）12 月策定、令和６年（2024）12 月改訂） 

計画期間：令和２年度（2020年度）～令和６年度（2024年度）の５年間 

（※改訂により令和７年度（2025 年度）に限り、計画期間に含める。） 

日本の貴重な国民的財産である文化財を確実に次世代に継承するため、総合的・計画的な防火対策を重点的に進め

ることを目的として、令和元年（2019）12 月に策定されました。国宝・重要文化財（建造物）や国宝・重要文化財（美

術工芸品）を保管する博物館、史跡などに所在する建造物などの防火対策に係る基本的な考え方を示し、各重点整備

対象を定め、重点整備内容（ハード）や重点取組内容（ソフト）などを挙げています。 

基本的な考え方として、「防火対策ガイドラインに基づく点検結果を踏まえ、各文化財の特性、管理体制、防火に係

る専門的見地からの意見などを総合的に勘案して検討・実施し、対策の進捗状況を適時確認」することとしています。 

 

※大野市には該当する文化財はありませんが、本計画の主旨に準じて対策を進めていくこととします。 

 

〈そのほか関係する考え方〉 

 大野市地域計画の措置と関連付けられる考え方です。措置を推進させることで、本市におけるこの考

え方を推進させます。 
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【ＳＤＧｓ】（2015年９月採択） 

目標年次：平成 28年（2016）～令和 12年（2030）の 15年間 

平成 27 年（2015）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」の

ことです。2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、17 の目標と 169のターゲットから構成され、

地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。文化財の保存・活用に関係する目標とターゲットは、以下のと

おりです。大野市地域計画は以下の目標とターゲットに関連付けて実施します（ターゲットから該当部分を一部抜粋）。 

目標４．質の高い教育をみんなに 

ターゲット４.７：文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が持続可

能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 

目標８．働きがいも経済成長も 

ターゲット８.９：雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を

立案し実施する。 

目標 11．住み続けられるまちづくりを 

ターゲット 11.４：世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 

目標 17．パートナーシップで目標を達成しよう 

ターゲット 17.17：効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

※本市は令和５年（2023）５月 22日に国の「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されています。 

 

 

第４節 計画期間 

本市の最上位計画である第六次大野市総合計画と整合を図るため、大野市地域計画は、今後９年間（令

和４年度（2022年度）～令和 12年度（2030年度））を計画期間とします。計画期間のうち、令和４年度

（2022年度）～令和７年度（2025年度）を前期、令和８年度（2026年度）～令和 12年度（2030年度）

を後期とし、各期の最終年度に見直しを行います。 

見直しに当たっては、個々の事業評価と計画全体の評価を行い、必要に応じて変更と修正を行います。

認定を受けた大野市地域計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、文化庁長官による変更の認定を受

けます。軽微な変更を行った場合は、当該変更の内容について、県を経由して文化庁へ情報提供します。

「軽微な変更」とは、以下以外の変更を指します。 

・計画期間の変更 

・大野市内に存する文化財の保存に影響を与える恐れのある変更 

・大野市地域計画の実施に支障が生じる恐れのある変更 

 

なお、大野市地域計画の実施、また変更については、「大野市文化財保存活用地域計画推進協議会」

（以下、特に断らない限り「推進協議会」という。）を設置し、協議を行うこととしています（詳細は資

料編７、８を参照）。 

 
図２ 大野市地域計画の計画期間 
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第５節 地区区分 

本市は旧大野郡大野
お お の

町・同下庄
しもしょう

町・同乾側
いぬいかわ

村・同小山
お や ま

村・同上
かみ

庄
しょう

村・同富田
と み た

村・同阪谷
さかだに

村・同五箇
ご か

村・同和泉
い ず み

村・同西谷
にしたに

村の２町８村を基に、大野地区・下庄地区・乾側地区・小山地区・上庄地区・富

田地区・阪谷地区・五箇地区・和泉地区・西谷地区の 10地区から構成されています。大野市地域計画に

おける地区区分もこれに準ずることとします。 

 
図３ 大野市の地区区分（背景図に基盤地図情報を使用） 

 

 
図４ 各地区における地区名の変遷（市制町村制施行以降） 

下庄町 


